
ユ

ニ

オ

ン

は

民

主

党

政

権

の

人

事

院

勧

告

を

無

視

、

賃

金

削

減

法

案

を

ご

り

押

し

す

る

暴

挙

に

、

こ

の

法

案

の

成

立

を

阻

止

し

、

私

た

ち

の

と

生

活

を

守

る

為

「

二

〇

一

一

年

人

事

院

勧

、

告

及

び

給

与

の

臨

時

特

例

法

案

撤

回

と

国

土

交

通

省

管

理

職

員

の

処

遇

改

善

を

求

め

る

要

求

支

持

署

名

」

を

緊

急

に

取

り

組

ん

で

き

ま

し

た

。

約

三

週

間

と

い

う

取

り

組

み

期

間

で

し

た

が

、

職

場

の

怒

り

を

反

映

し

、

短

期

間

に

管

理

職

員

を

中

心

に

二

，

六

四

四

筆

の

署

名

が

集

約

さ

れ

ま

し

た

。

北

陸

で

は

１

０

０

％

の

出

張

所

長

が

署

名

に

応

じ

ま

し

た

。

こ

の

署

名

を

持

っ

て

、

多

く

の

管

理

職

員

の

怒

り

の

声

を

「

公

務

員

賃

金

を

審

議

す

る

総

務

委

員

会

」

へ

届

け

、

署

名

内

容

に

賛

同

し

て

頂

き

「

総

務

、

委

員

会

」

で

反

対

の

立

場

で

発

言

し

て

頂

く

よ

う

、

衆

・

参

議

院

の

各

理

事

や

理

事

を

出

し

て

い

な

い

政

党

に

は

各

委

員

に

要

請

行

動

を

実

施

し

ま

し

た

。

各

政

党

の

主

な

対

応

は

、

下

記

の

通

り

で

し

た

が

、

結

果

と

し

て

共

産

党

だ

け

が

要

求

の

立

場

で

対

応

を

約

束

し

て

頂

け

ま

し

た

。

一

一

月

一

七

日

「

総

務

委

、

員

会

」

の

委

員

で

あ

る

塩

川

衆

議

院

議

員

（

北

関

東

比

例

区

）

と

同

秘

書

、

山

下

参

議

院

議

員

（

近

畿

）

の

秘

書

と

の

懇

談

が

実

施

さ

れ

、

そ

の

場

で

「

給

与

臨

時

特

例

法

案

撤

回

な

ど

の

支

持

署

名

」

を

提

出

し

ま

し

た

。

懇

談

会

で

は

、

岡

村

委

員

長

か

ら

「

国

土

交

通

省

管

理

職

、

ユ

ニ

オ

ン

の

概

要

「

署

名

の

」

内

容

」

に

つ

い

て

説

明

さ

れ

、

各

支

部

代

表

か

ら

、

○

特

例

法

案

が

成

立

す

れ

ば

、

冬

の

ボ

ー

ナ

ス

分

が

無

く

な

っ

て

し

ま

う

。

士

気

が

上

が

ら

な

い

。

○

連

年

の

賃

金

切

り

下

げ

で

こ

れ

以

上

の

カ

ッ

ト

は

子

ど

も

の

教

育

・

家

の

ロ

ー

ン

な

ど

生

活

が

限

界

。

○

東

日

本

大

震

災

や

各

地

の

災

害

に

昼

夜

を

問

わ

ず

対

応

、

復

旧

活

動

の

先

頭

に

立

っ

て

き

た

が

何

も

報

わ

れ

な

い

。

○

地

理

の

業

務

は

我

々

し

か

で

き

な

い

と

い

う

気

持

ち

で

頑

張

っ

た

。

○

自

衛

隊

は

八

時

間

交

替

。

我

々

は

二

四

時

間

体

制

で

交

替

も

な

い

。

機

械

・

電

通

な

ど

の

専

門

職

種

も

特

に

大

変

だ

っ

た

。

○

災

害

体

制

は

、

通

常

業

務

を

や

り

な

が

ら

実

施

す

る

こ

と

に

な

る

、

こ

う

し

た

過

酷

な

実

態

を

無

視

し

、

公

務

員

賃

金

を

切

り

下

げ

を

消

費

税

な

ど

の

増

税

の

引

き

金

に

す

る

こ

と

は

許

さ

れ

な

い

。

等

の

職

場

実

態

を

訴

え

「

給

、

与

臨

時

特

例

法

案

」

不

当

性

、

撤

回

を

要

請

し

ま

し

た

。

こ

れ

を

受

け

て

塩

川

議

員

よ

り

「

今

回

の

人

事

院

勧

告

で

、

中

高

年

の

賃

金

抑

制

な

ど

は

定

年

延

長

と

連

動

し

て

お

り

、

重

大

だ

と

思

っ

て

い

る

。

特

例

法

案

は

復

興

財

源

を

国

家

公

務

員

の

賃

下

げ

に

求

め

て

い

る

こ

と

や

人

事

院

勧

告

制

度

を

否

定

し

て

い

る

こ

と

な

ど

二

重

・

三

重

の

誤

り

で

あ

り

、

認

め

ら

れ

な

い

。

今

国

会

で

追

及

し

て

い

く

」

と

回

答

し

、

廃

案

に

向

。

け

追

及

を

約

束

し

ま

し

た

。
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○○○○

ボ

ー

ナ

ス

ボ

ー

ナ

ス

ボ

ー

ナ

ス

ボ

ー

ナ

ス

分分分分

がががが

吹吹吹吹

っっっっ

飛飛飛飛

ぶぶぶぶ

～～～～

○○○○

士

気

士

気

士

気

士

気

がががが

上上上上

が

ら

な

い

が

ら

な

い

が

ら

な

い

が

ら

な

い

～～～～

○○○○

賃

金

切

賃

金

切

賃

金

切

賃

金

切

りりりり

下下下下

げ

で

げ

で

げ

で

げ

で

生

活

限

界

生

活

限

界

生

活

限

界

生

活

限

界

～～～～

○○○○

子子子子

ど

も

の

ど

も

の

ど

も

の

ど

も

の

教

育

教

育

教

育

教

育

・・・・

家家家家

の

ロ

ー

ン

・

・

の

ロ

ー

ン

・

・

の

ロ

ー

ン

・

・

の

ロ

ー

ン

・

・

政

府

は

人

事

院

勧

告

を

無

視

し

、

連

合

と

「

合

意

」

し

た

と

す

る

賃

金

削

減

法

案

を

強

行

し

よ

う

と

し

て

い

ま

す

。

職

場

で

は

「

ボ

ー

ナ

ス

分

が

吹

っ

飛

ぶ

。

こ

れ

以

上

の

削

減

で

は

」

。

生

活

が

維

持

で

き

な

い

と

大

き

な

怒

り

の

声

が

上

が

っ

て

い

ま

す

管

理

職

ユ

ニ

オ

ン

は

、

こ

う

し

た

職

場

の

声

を

国

会

に

反

映

し

よ

う

と

衆

・

参

両

院

議

長

宛

の

「

二

〇

一

一

年

人

事

院

勧

告

及

び

給

与

の

臨

時

特

例

法

案

撤

回

と

国

土

交

通

省

管

理

職

員

の

処

遇

改

善

を

求

め

る

要

求

支

持

署

名

」

を

取

り

組

み

、

一

一

月

一

七

日

、

国

会

（

総

務

委

員

会

）

に

提

出

し

ま

し

た

。

短

期

間

短

期

間

短

期

間

短

期

間

にににに

多多多多

く

の

く

の

く

の

く

の

管

理

職

員

管

理

職

員

管

理

職

員

管

理

職

員

がががが

支

持

支

持

支

持

支

持

！

北

陸

北

陸

北

陸

北

陸

で

は

で

は

で

は

で

は

全

出

張

所

長

全

出

張

所

長

全

出

張

所

長

全

出

張

所

長

がががが

署

名

署

名

署

名

署

名

【衆議院】

民主党 → 党の方針から受け取り不可能。

自民党 → 署名の対応はしていない。

。公明党・社民党・みんなの党 → 署名・資料をＦＡＸしたが回答無し

【参議院】

民主党 → 党として法案決定している。

自民党 → 党として、人勧は実施、特例法案は別議論。

公明党 → 署名・資料をＦＡＸするが回答無し。

みんなの党 → 党の方針と相反する。

「「「「

特

例

法

案

特

例

法

案

特

例

法

案

特

例

法

案

はははは

二

重

二

重

二

重

二

重

・・・・

三

重

三

重

三

重

三

重

のののの

誤誤誤誤

りりりり

」」」」

廃

案

廃

案

廃

案

廃

案

をををを

追

及

追

及

追

及

追

及

長塩川議員に署名を手渡す岡村委員



今

回

の

人

事

院

交

渉

で

は

、

①

課

長

・

出

張

所

長

の

六

級

定

数

の

事

務

所

長

並

み

改

善

②

五

級

の

頭

打

ち

解

消

③

検

討

が

足

踏

み

し

て

い

る

「

管

理

職

員

の

超

勤

問

題

」

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

追

及

し

ま

し

た

。

六

級

定

数

改

善

に

つ

い

て

、

「

標

準

職

務

表

」

で

地

方

出

先

機

関

の

事

務

所

長

は

六

級

格

付

け

だ

が

、

実

態

は

九

級

格

付

け

さ

れ

、

三

級

の

評

価

替

え

が

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

結

果

、

事

務

所

長

の

八

・

九

級

在

級

率

は

二

七

％

に

達

し

て

い

る

。

一

方

、

課

長

・

出

張

所

長

は

一

級

の

評

価

替

え

し

か

さ

れ

て

い

な

い

。

し

か

も

、

課

長

・

出

張

所

長

の

最

高

級

の

六

級

定

数

は

年

々

減

り

、

六

級

在

級

率

は

一

〇

％

未

満

し

か

な

い

実

態

だ

。

事

務

所

長

並

み

に

６

級

の

、

、

定

数

を

引

き

上

げ

れ

ば

４

級

５

級

昇

格

も

大

幅

に

改

善

さ

れ

る

（

下

表

、

な

ぜ

事

務

所

長

）

は

改

善

さ

れ

、

課

長

・

出

張

所

長

は

残

さ

れ

る

の

か

、

そ

の

原

因

究

明

と

是

正

を

追

及

し

ま

し

た

。人

事

院

は

「

府

県

単

位

機

関

で

は

な

い

が

、

連

絡

調

整

事

務

所

な

ど

府

県

単

位

機

関

に

準

ず

る

機

関

が

あ

る

こ

と

を

評

価

し

て

い

る

「

事

務

所

長

の

職

責

」

を

評

価

し

て

い

る

」

な

ど

と

説

明

は

し

て

い

ま

す

が

、

な

ぜ

二

級

も

評

価

替

え

に

差

が

生

じ

た

の

か

？

な

ぜ

在

級

率

に

差

が

あ

る

の

か

？

職

責

を

言

う

の

で

あ

れ

ば

「

管

理

瑕

疵

が

あ

れ

ば

個

人

が

刑

事

被

告

に

さ

れ

る

」

と

い

う

職

責

を

持

つ

役

職

が

他

に

あ

る

の

か

？

な

ど

に

つ

い

て

、

。

は

説

明

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

ま

た

、

課

長

・

出

張

所

長

の

（

）

六

級

定

数

が

最

高

時

一

七

七

よ

り

一

五

％

前

後

も

カ

ッ

ト

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

は

、

「

人

事

院

が

定

数

を

カ

ッ

ト

す

る

わ

け

で

な

い

」

と

暗

に

国

交

省

当

局

が

課

長

・

出

張

所

長

の

六

級

定

数

の

改

善

に

積

極

的

で

無

い

こ

と

を

示

唆

し

ま

し

た

。

五

級

の

頭

打

ち

問

題

に

つ

い

て

「

国

土

交

通

省

の

課

長

・

出

張

所

長

で

五

五

歳

く

ら

い

で

最

高

号

俸

の

五

ー

八

五

に

達

し

て

頭

打

ち

と

な

り

、

ど

ん

な

に

優

秀

で

も

昇

給

し

な

い

」

実

態

を

0

100

200

300

400

事務所長 ９級 13 14 15 16 17 17 18 18 18 18 19 19 20 21 22 22 22 22 22 22 22

事務所課長 ６級（仮定） 177 191 204 218 231 231 245 245 245 245 259 259 272 286 300 300 300 300 300 300 300 

事務所課長 ６級（実態）
177 177 170 148 152 152 154 150 156 145 152 153 154 154 152 152 152 152 152 152 152

出張所長 ６級（仮定） 72 78 83 89 94 94 100 100 100 100 105 105 111 116 122 122 122 122 122 122 122 

出張所長 ６級（実態）
72 72 72 71 63 55 55 63 63 63 63 62 61 58 58 58 58 58 57 57 57

Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

、

。

示

し

改

善

を

要

求

し

ま

し

た

人

事

院

は

二

〇

〇

五

年

人

事

院

勧

告

で

「

枠

外

号

俸

を

な

く

す

「

成

績

主

義

の

立

場

か

ら

」

昇

給

停

止

を

止

め

る

」

と

新

俸

給

表

を

決

め

た

が

、

二

〇

〇

六

年

度

よ

り

始

ま

っ

た

新

俸

給

表

で

は

、

二

年

後

に

は

五

級

在

級

者

の

一

五

％

が

頭

打

ち

に

な

り

（

実

態

と

し

て

は

制

度

出

発

当

初

よ

り

、

頭

打

ち

は

存

在

し

て

い

た

、

そ

の

七

年

後

に

は

二

）

五

％

に

ま

で

急

増

し

て

い

る

こ

と

、

五

級

以

外

の

級

で

は

頭

打

ち

は

わ

ず

か

で

、

五

級

だ

け

桁

外

れ

に

多

い

こ

と

な

ど

を

指

摘

し

ま

し

た

。

こ

の

原

因

と

し

て

は

「

現

、

在

の

俸

給

表

の

設

定

に

ミ

ス

が

あ

っ

た

こ

と

「

六

級

だ

け

で

」

な

く

、

五

級

昇

格

も

遅

れ

て

い

る

こ

と

」

を

上

げ

て

追

及

し

ま

し

た

。

こ

れ

に

対

し

て

、

石

清

水

補

佐

は

「

俸

給

表

の

重

な

り

を

、

少

な

く

し

た

と

い

う

経

過

も

あ

り

、

五

級

の

号

俸

を

増

や

す

こ

と

は

で

き

な

い

」

と

問

題

の

深

刻

さ

を

理

解

し

て

い

な

い

回

答

に

終

始

し

ま

し

た

。

ユ

ニ

オ

ン

本

部

は

、

人

事

院

が

こ

の

問

題

に

ま

と

も

に

答

え

な

い

こ

と

に

抗

議

、

今

後

も

追

及

し

て

い

く

こ

と

に

し

て

い

ま

す

。

管

理

職

員

の

超

過

勤

務

手

当

問

題

に

つ

い

て

、

東

日

本

大

震

災

や

近

畿

で

の

台

風

一

二

号

被

害

に

対

す

る

災

害

派

遣

等

の

厳

し

い

職

場

実

態

を

紹

介

し

な

が

ら

、

超

過

勤

務

手

当

の

支

給

を

追

求

し

ま

し

た

。

人

事

院

か

ら

は

、

手

当

関

係

に

つ

い

て

は

給

与

第

三

課

の

担

当

だ

が

確

認

し

た

と

こ

ろ

引

、

「

き

続

き

検

討

し

て

い

る

」

と

聞

い

て

い

る

。

と

の

回

答

が

あ

り

ま

し

た

。

、
「

、

ユ

ニ

オ

ン

本

部

は

最

近

超

過

勤

務

手

当

に

関

す

る

検

討

が

停

滞

し

て

い

る

。

今

後

も

様

々

な

資

料

を

そ

ろ

え

て

超

過

勤

務

手

支

給

の

正

当

性

を

示

す

、

強

い

要

求

の

あ

っ

た

こ

と

を

担

当

の

給

与

三

課

に

伝

え

る

こ

と

」

を

申

し

入

れ

て

、

交

渉

を

終

了

し

ま

し

た

。

＝人事院交渉＝２０１２年度級別定数の確定作業に向けた

事務所長並みの評価をすれば六級定数は２倍に

二

〇

一

二

年

度

級

別

定

数

の

査

定

作

業

の

山

場

で

あ

る

一

一

月

一

七

日

（

木

、

国

土

交

通

省

管

理

職

ユ

ニ

）

オ

ン

は

人

事

院

本

院

と

の

交

渉

を

実

施

し

ま

し

た

。

こ

の

交

渉

に

は

、

各

支

部

か

ら

の

代

表

者

九

名

と

本

部

か

ら

岡

村

委

員

長

以

下

四

名

の

合

計

一

三

名

が

参

加

し

、

人

事

院

本

院

か

ら

は

石

清

水

給

与

二

課

補

佐

他

二

名

が

出

席

し

ま

し

た

事

務

所

長

事

務

所

長

事

務

所

長

事

務

所

長

はははは

三

級

三

級

三

級

三

級

のののの

評

価

替

評

価

替

評

価

替

評

価

替

ええええ

五

級

頭

打

五

級

頭

打

五

級

頭

打

五

級

頭

打

ちちちち

問

題

問

題

問

題

問

題

のののの

深

刻

深

刻

深

刻

深

刻

さ

を

さ

を

さ

を

さ

を

理

解

理

解

理

解

理

解

し

て

し

て

し

て

し

て

い

な

い

い

な

い

い

な

い

い

な

い

？？？？

超

勤

問

題

超

勤

問

題

超

勤

問

題

超

勤

問

題

はははは

、、、、

引引引引

きききき

続続続続

きききき

検

討

中

検

討

中

検

討

中

検

討

中

人事院との交渉 正面石清水補佐

課長・出張所長の六級定数を事務所長並みに改善した場合の六級定数


